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協 会 長 各 位

一般社団法人
全国ハイヤー・タクシー連合会
会 長 川 鍋 一 朗

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」等の一部改正について

国土交通省は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が

定める方法を定める告示の一部を改正する告示（令和７年４月30日）の公布・施行

に伴い 「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」を別添１のとお、

り一部改正を行いました。

また、同省は令和７年３月に運行管理高度化ワーキンググループにおいてとりま

とめられた事業者間遠隔点呼を実施する場合に必要な要件を踏まえ、事業者間遠隔

点呼を実施する場合に必要な道路運送法第３５条の許可を要する管理の受委託契約

の許可基準に係る通達を別添２のとおり新たに制定しましたので、併せてご通知い

たします。

つきましては、了知されるとともに傘下会員に対し周知方をお願いいたします。
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「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について 

 

 

 

 標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車交通部長、自動車監査指導部長、自動

車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通達しましたので、了知いただくととも

に、貴会傘下会員（地方実施機関）に対し周知方お願いいたします。 
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国自安第４６号 

国自旅第６４号 

国自整第９４号 

令和７年８月７日 

 

各地方運輸局自動車交通部長 

関東・近畿運輸局自動車監査指導部長   殿 

各地方運輸局自動車技術安全部長 

沖縄総合事務局運輸部長 

 

                            物流・自動車局 安全政策課長 

                                             旅 客 課 長 

                                    自動車整備課長 

                      （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について 

 

 

 

今般、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について（平成 14年１月 30日付

け国自総第 446号、国自旅第 161号、国自整第 149号）」の一部を別添新旧対照表のとお

り改正するため、事務処理上、遺漏なきよう取り計らわれたい。 
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○旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について（平成 14 年 1 月 30 日付け国自総第 446 号、国自旅第 161 号、国自整第 149 号） 
 ※本文のみ 

改    正 現    行 

制  定 平成 14 年 1 月 30 日  国自総第 446 号 

国自旅第 161 号 

国自整第 149 号 

最終改正 令和 7 年 8 月 7 日  国自安第 46 号 

国自旅第 64 号 

国自整第 94 号 

制  定 平成 14 年 1 月 30 日  国自総第 446 号 

国自旅第 161 号 

国自整第 149 号 

最終改正 令和 7 年 3 月 31 日  国自安第 208 号 

国自旅第 356 号 

国自整第 272 号 

  

第 21 条 過労防止等 第 21 条 過労防止等 

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略） 

⑹ 交替運転者の配置（第 6 項） ⑹ 交替運転者の配置（第 6 項） 

① （略） ① （略） 

イ．（略） イ．（略） 

ロ．（略） ロ．（略） 

高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準について 高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準について 

1.（略） 1.（略） 

2. 高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準 2. 高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準 

 高速乗合バスの交替運転

者の配置基準 

貸切バスの交替運転者の

配置基準 

（略） （略） （略） 

(4)乗務中の体調報告 次のイ又はロの運行を行

う場合にあっては、それ

ぞれイ又はロに掲げる実

車距離において、運転者

は所属する営業所の運行

管理者又は補助者（この

表において「運行管理者

等」という。）に電話等

で連絡し、体調報告を行

次のイ又はロの運行を行

う場合にあっては、それ

ぞれイ又はロに掲げる実

車距離において、運転者

は所属する営業所の運行

管理者等に電話等で連絡

し、体調報告を行うとと

もに、当該運行管理者等

はその結果を記録し、か

 高速乗合バスの交替運転

者の配置基準 

貸切バスの交替運転者の

配置基準 

（略） （略） （略） 

(4)乗務中の体調報告 次のイ又はロの運行を行

う場合にあっては、それ

ぞれイ又はロに掲げる実

車距離において、運転者

は所属する営業所の運行

管理者又は補助者（この

表において「運行管理者

等」という。）に電話等

で連絡し、体調報告を行

次のイ又はロの運行を行

う場合にあっては、それ

ぞれイ又はロに掲げる実

車距離において、運転者

は所属する営業所の運行

管理者等に電話等で連絡

し、体調報告を行うとと

もに、当該運行管理者等

はその結果を記録し、か
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うとともに、当該運行管

理者等はその結果を記録

し、かつ、その記録を 1

年間保存しなければなら

ない。なお、当該記録に

ついては、書面又は電磁

的方法による記録・保存

のいずれでも差し支えな

い。 

イ・ロ （略） 

つ、その記録を 3 年間保

存しなければならない。

なお、当該記録について

は、書面又は電磁的方法

による記録のいずれでも

差し支えない。 

イ・ロ （略） 

（略） （略） （略） 
 

うとともに、当該運行管

理者等はその結果を記録

し、かつ、その記録を 1

年間保存しなければなら

ない。なお、当該記録に

ついては書面又は電磁的

方法による記録・保存の

いずれでも差し支えな

い。 

イ・ロ （略） 

つ、その記録を 1 年間保

存しなければならない。

なお、当該記録について

は書面又は電磁的方法に

よる記録・保存のいずれ

でも差し支えない。 

イ・ロ （略） 

（略） （略） （略） 
 

② （略） ② （略） 

⑺ （略） ⑺ （略） 

  

第 24 条  点呼等 第 24 条  点呼等 

⑴ （略） ⑴ （略） 

①・② （略） ①・② （略） 

③ 「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定

める方法」とは、以下をいう。 

・「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定

める方法を定める告示（令和 5 年国土交通省告示第 266 号。以下「点

呼告示」という。）」第 2 条において規定する遠隔点呼、業務前自動

点呼及び業務後自動点呼 

・輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認めら

れる営業所において、当該営業所の管理する点呼機器を用い、及び当

該機器に備えられたカメラ、ディスプレイ等によって、運行管理者等

が運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を随時確

認でき、かつ、運転者の酒気帯びの状況に関する測定結果を、自動的

に記録及び保存するとともに当該運行管理者等が当該測定結果を直

ちに確認できる方法 

③ 「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定

める方法」とは、以下をいう。 

・「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定

める方法を定める告示（令和 5 年国土交通省告示第 266 号。以下「点

呼告示」という。）」において規定する遠隔点呼及び業務後自動点呼 

 

・輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認めら

れる営業所において、当該営業所の管理する点呼機器を用い、及び当

該機器に備えられたカメラ、ディスプレイ等によって、運行管理者等

が運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を随時確

認でき、かつ、運転者の酒気帯びの状況に関する測定結果を、自動的

に記録及び保存するとともに当該運行管理者等が当該測定結果を直

ちに確認できる方法 
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・一人で事業を行っている場合は、アルコール検知器を使った酒気帯び

有無の確認や車両の日常点検等、第 24 条各号で定める事項を自ら確

認し、運行の可否を判断する方法 

・一人で事業を行っている場合は、アルコール検知器を使った酒気帯び

有無の確認や車両の日常点検等、第 24 条各号で定める事項を自ら確

認し、運行の可否を判断する方法 

④ （略） ④ （略） 

⑤ ③の方法による点呼を実施する場合は、以下に定めるところにより行

うものとする。 

⑤ ③の方法による点呼を実施する場合は、以下に定めるところにより行

うものとする。 

(ⅰ)・(ⅱ) （略） (ⅰ)・(ⅱ) （略） 

(ⅲ) 遠隔点呼の実施に係る留意事項 

ア 運転者等が遠隔点呼等のみを受け、当該運転者等が属する営業所

の運行管理者から長期間対面点呼を受けない場合は、1 か月に 1 回

以上、運行管理者が当該運転者等と対面等で会話することで健康状

態を把握するとともに、当該運転者等に対する指導及び監督を適切

に行うことにより、安全運転の遵守等について指導すること。 

(ⅲ) 遠隔点呼の実施に係る留意事項 

（新設） 

イ 遠隔点呼実施時に運転者等の健康状態を確認する際、運転者等の

顔の表情や話し方、当該運転者等からの自己申告の内容から総合的

に健康状態が判断されるが、遠隔点呼実施時の運転者等の体温、血

圧等の測定結果を平時の測定値と比較して判断がなされることが

推奨される。 

（新設） 

ウ 点呼告示第 5 条第 8 号の機能によって電磁的方法により記録さ

れ、遠隔点呼実施地点間で共有された事項について、遠隔点呼を受

けた運転者等が属する営業所の運行管理者等は、当該遠隔点呼の実

施後、速やかに（原則、翌営業日以内とする。）、上記共有事項に

ついて確認するよう指導すること。 

（新設） 

エ 点呼告示第 6 条第 2 号においてビデオカメラその他の撮影機器に

よる確認を求めているのは、なりすまし、アルコール検知器の不正

使用及び所定の場所以外での遠隔点呼の実施を防止する趣旨であ

ることから、遠隔点呼実施場所の天井に監視カメラを備える等の対

応ができない場合は、運行管理者等が、アルコール検知器使用時に

運転者等の全身やその周囲を随時、明瞭に確認できれば、クラウド

型ドライブレコーダー、ノートパソコンに内蔵されている Web カメ

ラ、スマートフォン等を使用しても差し支えない。 

点呼告示第 6 条第 2 号においてビデオカメラその他の撮影機器によ

る確認を求めているのは、なりすまし、アルコール検知器の不正使用

及び所定の場所以外での遠隔点呼の実施を防止する趣旨であること

から、遠隔点呼実施場所の天井に監視カメラを備える等の対応ができ

ない場合は、運行管理者等が、アルコール検知器使用時に運転者等の

全身やその周囲を随時、明瞭に確認できれば、クラウド型ドライブレ

コーダー、ノートパソコンに内蔵されている Web カメラ、スマートフ

ォン等を使用しても差し支えない。 
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オ 点呼告示第 7 条第 5 号の連絡及び同条第 6 号の体制の整備がなさ

れるよう、遠隔点呼実施地点間の運行管理者等の間で連絡先を共有

し、常時連絡できる体制を整えるよう指導すること。 

（新設） 

(ⅳ) （略） (ⅳ) （略） 

(ⅴ) 自動点呼の実施に係る留意事項 (ⅴ) 業務後自動点呼の実施に係る留意事項 

ア 自動点呼を実施しようとする事業者には、「自動点呼機器認定要

領（令和 7 年 6 月 11 日付け国自安第 28 号）」に基づき、国土交通

省の認定を受けた自動点呼機器を使用するよう指導すること。 

業務後自動点呼を実施しようとする事業者には、「業務後自動点呼

機器認定要領（令和 5 年 3 月 31 日付け国自安第 160 号）」に基づき、

国土交通省の認定を受けた自動点呼機器を使用するよう指導するこ

と。 

イ 運転者等が自動点呼等のみを受け、当該運転者等が属する営業所

の運行管理者から長期間対面点呼を受けない場合は、1 か月に 1 回

以上、運行管理者が当該運転者等と対面等で会話することで健康状

態を把握するとともに、当該運転者等に対する指導及び監督を適切

に行うことにより、安全運転の遵守等について指導すること。 

（新設） 

ウ 業務前自動点呼を行う前までに、運転者等の平時の体温及び血圧

の値を 10 日分程度取得し、業務前自動点呼実施時における当該運

転者等の平時の値を把握すること。なお、当該値については、第 21

条第 5 項に基づく健康状態の把握等により定期的に確認し、随時見

直すことが推奨される。 

（新設） 

エ 点呼告示第 10 条第 1 号においてビデオカメラその他の撮影機器

による確認を求めているのは、なりすまし、アルコール検知器の不

正使用及び所定の場所以外での自動点呼の実施を防止する趣旨で

あるところ、自動点呼実施場所の天井に監視カメラを備えることを

はじめとして、運行管理者等が、自動点呼機器操作時の様子及びア

ルコール検知器使用時の運転者等の全身やその周囲を自動点呼実

施中又は終了後に明瞭に確認できれば、ドライブレコーダー、ノー

トパソコンに内蔵されている Web カメラ、スマートフォン等を使用

しても差し支えない。 

点呼告示第 10 条においてビデオカメラその他の撮影機器による確

認を求めているのは、なりすまし、アルコール検知器の不正使用及び

所定の場所以外での業務後自動点呼の実施を防止する趣旨であるこ

とから、業務後自動点呼実施場所の天井に監視カメラを備える等の対

応ができない場合は、運行管理者等が、業務後自動点呼機器操作時の

様子及びアルコール検知器使用時の運転者等の全身やその周囲を業

務後自動点呼実施中又は終了後に明瞭に確認できれば、ドライブレコ

ーダー、ノートパソコンに内蔵されている Web カメラ、スマートフォ

ン等を使用しても差し支えない。 

(ⅵ) 自動点呼を実施する場合等における運輸支局長等への届出関係 (ⅵ) 業務後自動点呼を実施する場合等における運輸支局長等への届出

関係 

ア 自動点呼を実施しようとする事業者には、自動点呼実施営業所を管 ア 業務後自動点呼を実施しようとする事業者には、業務後自動点呼実
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轄する運輸支局長等に、当該点呼実施予定日の原則 10 日前までに別

紙 6 の届出書を提出するよう指導すること。 

施営業所を管轄する運輸支局長等に、当該点呼実施予定日の原則 10

日前までに別紙 6 の届出書を提出するよう指導すること。 

イ 提出した届出書の記載内容を変更しようとする事業者には、変更の

実施に先立ち、自動点呼実施営業所を管轄する運輸支局長等に別紙 7

の届出書を提出するよう指導すること。 

イ 提出した届出書の記載内容を変更しようとする事業者には、変更の

実施に先立ち、業務後自動点呼実施営業所を管轄する運輸支局長等に

別紙 7 の届出書を提出するよう指導すること。 

ウ 自動点呼の実施を終了しようとする事業者は、遅滞なく、自動点呼

実施営業所を管轄する運輸支局長等に別紙 8 の届出書を提出するよう

指導すること。 

ウ 業務後自動点呼の実施を終了しようとする事業者は、遅滞なく、業

務後自動点呼実施営業所を管轄する運輸支局長等に別紙 8 の届出書を

提出するよう指導すること。 

⑥～⑧ （略） ⑥～⑧ （略） 

⑵ （略） ⑵ （略） 

⑶ 業務前、業務後及び業務途中の点呼等の記録等（第 5 項） ⑶ 業務前、業務後及び業務途中の点呼等の記録等（第 5 項） 

①～③ （略） ①～③ （略） 

④ 点呼告示第 7 条第 12 号、第 11 条第 1 項第 16 号及び同条第 2 項第 13

号に基づきあらかじめ定めた点呼実施場所について、以下のとおり記録

するよう指導すること。 

（例）○○県××市 △△（実施場所概要：車内、宿泊施設名等） 

④ 点呼告示に基づく点呼等の記録等につき、運転者等が点呼を受ける場

所としてあらかじめ定めた場所として、以下のとおり記録するよう指導

すること。 

（例）○○県××市 △△（実施場所概要：車内、宿泊施設名等） 

⑷ （略） ⑷ 点呼等の状況の記録（第 6 項及び第 7 項） 

「録音及び録画」する機器は、点呼実施者・運転者等側双方の音声が確認

でき、かつ、運転者等に対して点呼を実施している様子が確認できる映像が

保存されていれば、監視カメラ、ノートパソコンに内蔵されている Web カメ

ラ、デジタルカメラ、スマートフォン等幅広く認められる。 

点呼時の「録音及び録画」データ及び呼気の検査を行っている状況の「写

真」データ（以下「動画データ等」という。）について、記録日がデータ表

示画面や保存日から判別できない場合（例：事業場の撮影を常時行った場合

であって、画面データに撮影日が入力されていない場合等）には、記録日が

いつであるか分かるように動画データ等と合わせて保存しておくこと。 

動画データ等について、事業者内で利用するものの他、国の監査及び旅客

自動車運送適正化事業実施機関で実施する巡回指導の際に参照する場合が

ある。 

動画データ等の情報の取扱いについて、あらかじめ従業員に同意を得てお

くことが望ましい。また、従業員のプライバシーに配慮するため、動画デー

「録音及び録画」する機器は、点呼実施者・運転者側双方の音声が確認で

き、かつ、運転者に対して点呼を実施している様子が確認できる映像が保存

されていれば、監視カメラ、ノートパソコンに内蔵されている Web カメラ、

デジタルカメラ、スマートフォン等幅広く認められる。 

点呼時の「録音及び録画」データ及び呼気の検査を行っている状況の「写

真」データ（以下「動画データ等」という。）について、記録日がデータ表

示画面や保存日から判別できない場合（例：事業場の撮影を常時行った場合

であって、画面データに撮影日が入力されていない場合等）には、記録日が

いつであるか分かるように動画データ等と合わせて保存しておくこと。 

動画データ等について、事業者内で利用するものの他、国の監査及び旅客

自動車運送適正化事業実施機関で実施する巡回指導の際に参照する場合が

ある。 

動画データ等の情報の取扱いについて、あらかじめ従業員に同意を得てお

くことが望ましい。また、従業員のプライバシーに配慮するため、動画デー
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タ等について、必要に応じてアクセスできる者の制限、パスワードの設定、

ウイルス対策等を実施することが望ましい。 

録音、録画及び撮影する機器（以下「録画機器等」という。）について、正

常に作動しているか確認をすること。録画機器等が故障した場合にあっては、

その後数日間録音、録画及び撮影ができない恐れがあることから、それを証す

るものとして故障日時、故障内容について記録し、90 日間電磁的方法で保存す

ること。また、故障した機器については速やかに修理又は交換を行うこと。 

タ等について、必要に応じてアクセスできる者の制限、パスワードの設定、

ウイルス対策等を実施することが望ましい。 

録音、録画及び撮影する機器（以下「録画機器等」という。）について、

正常に作動しているか確認をすること。録画機器等が故障した場合にあって

は、その後数日間録音、録画及び撮影ができない恐れがあることから、それ

を証するものとして故障日時、故障内容について記録し、90 日間電磁的方法

で保存すること。また、故障した機器については速やかに修理又は交換を行

うこと。 

  

第 25 条 業務記録 第 25 条 業務記録 

⑴ 事業用自動車の運行の業務は、原則として乗務員等が所属営業所を出て

所属営業所に戻るまで継続しているとみるが、運転者がその途中 9 時間以

上事業用自動車を離れた場合又は乗務員等が業務を交替して下車して事

業用自動車に関する業務から解放された場合は、そこで業務が終了したと

みなして処理すること。 

⑴ 事業用自動車の運行の業務は、原則として乗務員等が所属営業所を出て

所属営業所に戻るまで継続しているとみるが、運転者がその途中 8 時間以

上事業用自動車を離れた場合又は乗務員等が業務を交替して下車して事

業用自動車に関する業務から解放された場合は、そこで業務が終了したと

みなして処理すること。 

⑵～⑹ （略） ⑵～⑹ （略） 

⑺ 第 4 項に規定する運行記録計は、輸送の安全を確保するための「安全運

転管理」のみならず、労働時間の適正化に伴う「労務管理」にも有効であ

ることから、道路運送車両の保安基準第 48 条の 2 第 2 項の規定に適合す

る車載部を有するもしくは組込型デジタル式運行記録計を導入すること

が推奨される。 

（新設） 

⑻ （略） ⑺ （略） 

  

第 27 条 運行基準図等 第 27 条 運行基準図等 

⑴ 運行基準図の記載については、映像、画像及び地図を用いることができ

る。 

（新設） 

⑵ 運行基準図の作成、備えについては、書面又は電磁的方法いずれでも差

し支えない。 

（新設） 

⑶ 第 1 項第 3 号の「主なこう配、曲線半径、幅員及び路面の状態」とは、

これらに当たるものの内、作成する運行基準図の対象となる系統におい

て、乗務する運転者等に対し指導すべき特に注意を要する箇所等をいう。 

（新設） 
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⑷ （略） ⑴ （略） 

⑸ （略） ⑵ （略） 

⑹ （略） ⑶ （略） 

  

第 37 条 乗務員等台帳及び乗務員証 第 37 条 乗務員等台帳及び乗務員証 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 乗務員証の作成・記載、携行・返還（第 3 項） ⑶ 乗務員証の作成・記載、携行・返還（第 3 項） 

①～③ （略） ①～③ （略） 

④ 第 4 号の運転免許証又は道路交通法第 95 条の 2 第 2 項第 1 号に規定

する免許情報記録（以下「免許情報記録」という。）の有効期限の記載

は、乗務員証及び運転免許証若しくは免許情報記録との照合により、不

正乗務の防止を図ろうとするものであるから、運転免許証又は免許情報

記録の更新により有効期限に変更があれば、直ちに乗務員証にも更新後

の有効期限を記入させること。 

④ 第 4 号の運転免許証の有効期限の記載は、乗務員証と運転免許証との

照合により、不正乗務の防止を図ろうとするものであるから、運転免許

証の更新により有効期限に変更があれば、直ちに乗務員証にも更新後の

有効期限を記入させること。 

⑤～⑧ （略） ⑤～⑧ （略） 

⑷ （略） ⑷ （略） 

  

附 則（令和 7 年 8 月 7 日付け国自安第 46 号、国自旅第 64 号、国自整第 94

号） 

（新設） 

改正後の通達は、令和 7 年 8 月 7 日から施行する。  

 



 

別 紙 ３ 

 

遠隔点呼の実施に係る届出書 

令和  年  月  日 

 

  ○○運輸局 ○○運輸支局長 殿 

 

                住所                              

       氏名又は名称                          

       代表者氏名                          

       （連絡先）担当者氏名                   

       （連絡先）電話番号                    

       （連絡先）ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                    

 

 

 遠隔点呼を下記のとおり行いたいので関係書類を添えて届出します。 

 

記 
１．遠隔点呼を行う旅客自動車運送事業の事業及び種別（該当するものひとつに○をつけること） 

  一般乗合・一般貸切・一般乗用・特定旅客 
 
２．遠隔点呼の種類（例：営業所 - 車庫間、営業所 - 完全子会社等の営業所間、 

営業所 - 車内間、営業所 - 待合所間、営業所 - 宿泊施設間等）  

 

３．営業所・車庫の名称等 

営業所・車庫の名称（遠隔点呼実施営

業所等又は被遠隔点呼実施営業所等の

別を記載、他の事業者（完全子会社等

を含む。）との間で行う場合にあって

は事業者名も記載） 

営業所・車庫の所在地 

 

 

 

使用する点呼機器の名称

（型式） 

 

 

   

   

 

４．遠隔点呼開始予定日   令和  年  月  日 

 
５．宣誓事項（次の項目に該当する場合は、□にチェック（✓）を記入すること）  
  □ 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示

（令和５年国土交通省告示第 266 号）に規定されている要件を遵守します。 
 
６．添付書類 
 ・点呼機器・システムのパンフレット等、性能及び機能が確認できる書類 
  



 

 
 

 ・事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委

託に係る許可書の写し（事業者間遠隔点呼を行う場合（特定旅客自動車運送事業者は除く）） 
 ・遠隔点呼の実施に必要な事項に係る契約を締結していることを示す書類（特定旅客自動車運送

事業者が事業者間遠隔点呼を行う場合） 
 
※「完全子会社等」とは、事業者の完全子会社（法人がその総株主の議決権の全部を有する他の会

社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の完全子会社又は法人の一若し

くは二以上の完全子会社がその総株主の議決権の全部を有する他の会社は、当該法人の完全子

会社とみなす。）若しくは完全親会社（会社を完全子会社とする他の会社をいう。）又は当該

事業者と完全親会社が同一である他の会社を指す。 



 

別 紙 ４ 

 

遠隔点呼の変更に係る届出書 

令和  年  月  日 

 

  ○○運輸局 ○○運輸支局長 殿 

 

                住所                              

       氏名又は名称                          

       代表者氏名                          

       （連絡先）担当者氏名                   

       （連絡先）電話番号                    

       （連絡先）ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                    

  

遠隔点呼を下記のとおり変更したいので関係書類を添えて届出します。 

 

記 
１．遠隔点呼を変更する旅客自動車運送事業の事業及び種別（該当するものひとつに○をつけること） 

  一般乗合・一般貸切・一般乗用・特定旅客 

 

２．遠隔点呼を変更する理由 

・被実施営業所等の追加 ・被実施場所（車内、待合所、宿泊施設等）の追加 
・点呼機器等の変更 ・記載事項等の変更 ・その他 

 

３．変更する営業所・車庫の名称等 

営業所・車庫の名称（遠隔点呼実施営

業所等又は被遠隔点呼実施営業所等の

別を記載、他の事業者（完全子会社等

を含む。）との間で行う場合にあって

は事業者名も記載） 

営業所・車庫の所在地 

 

 

 

使用する点呼機器の名称

（型式） 

 

 

   

   

 

４．変更予定日   令和  年  月  日 

 
５．宣誓事項（次の項目に該当する場合は、□にチェック（✓）を記入すること）  
  □ 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示

（令和５年国土交通省告示第 266 号）に規定されている要件を遵守します。 
 
６．添付書類 

  ・追加、変更される点呼機器・システムのパンフレット等、性能及び機能が確認できる書類 
   



 

 
 

 ・事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委

託に係る許可書の写し（事業者間遠隔点呼を行う場合（特定旅客自動車運送事業者は除く）） 
 ・遠隔点呼の実施に必要な事項に係る契約を締結していることを示す書類（特定旅客自動車運送

事業者が事業者間遠隔点呼を行う場合） 
※「完全子会社等」とは、事業者の完全子会社（法人がその総株主の議決権の全部を有する他の会

社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の完全子会社又は法人の一若し

くは二以上の完全子会社がその総株主の議決権の全部を有する他の会社は、当該法人の完全子

会社とみなす。）若しくは完全親会社（会社を完全子会社とする他の会社をいう。）又は当該

事業者と完全親会社が同一である他の会社を指す。 
 



 

別 紙 ５ 

 

遠隔点呼の終了に係る届出書 

令和  年  月  日 

 

  ○○運輸局 ○○運輸支局長 殿 

 

                住所                              

       氏名又は名称                          

       代表者氏名                          

       （連絡先）担当者氏名                   

       （連絡先）電話番号                    

       （連絡先）ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                    

 

 遠隔点呼を下記のとおり終了したいので届出します。 

 

記 
１．遠隔点呼を終了する理由 

 

２．終了する営業所・車庫の名称、所在地 

営業所・車庫の名称（遠隔点呼実施営業所等又

は被遠隔点呼実施営業所等の別を記載、他の事

業者（完全子会社等を含む。）との間で行って

いる場合にあっては事業者名も記載） 

営業所・車庫の所在地 

 

 

  

  

 

３．終了予定日   令和  年  月  日 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

別 紙 ６ 

 

自動点呼の実施に係る届出書 

 

令和  年  月  日 

 

  ○○運輸局 ○○運輸支局長 殿 

 

                     住所                           

             氏名又は名称                       

             代表者氏名                        

             （連絡先）担当者氏名                   

           （連絡先）電話番号                    

             （連絡先）ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                    

 

 （業務前・業務後）自動点呼を下記のとおり行いたいので関係書類を添えて届出します。 
（該当するものひとつに○をつけること） 

 

記 

１．自動点呼を行う旅客自動車運送事業の事業及び種別（該当するものひとつに○をつけること） 

  一般乗合・一般貸切・一般乗用・特定旅客 
 
２．自動点呼機器を管理する営業所・車庫の名称等 

営業所・車庫の名称 営業所・車庫の位置 使用する機器の名称 
（製品番号及び国土交通

省認定番号） 

   

   

 

３．自動点呼開始予定日   令和  年  月  日 

 
４．宣誓事項（次の項目に該当する場合は、□にチェック（✓）を記入すること）  
  □ 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示

（令和５年国土交通省告示第 266 号）に規定されている要件を遵守します。 
 
５．添付書類 

 ・非常時に対面点呼又は実施が認められている点呼を行うことができる体制が分かる書類 
・自動点呼機器の設置場所及び設置の状況が分かる書類（営業所又は車庫で実施する場合） 

 ・監視カメラの設置場所が分かる書類（監視カメラを使用する場合） 



 

別 紙 ７ 

自動点呼の変更に係る届出書 

令和  年  月  日 

 

  ○○運輸局 ○○運輸支局長 殿 

 

                    住所                           

             氏名又は名称                       

             代表者氏名                        

             （連絡先）担当者氏名                   

           （連絡先）電話番号                    

             （連絡先）ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                    

  
（業務前・業務後）自動点呼を下記のとおり変更しようとするので関係書類を添えて届出します。 

（該当するものひとつに○をつけること） 

 

記 
１．自動点呼を変更する旅客自動車運送事業の事業及び種別（該当するものひとつに○をつけること） 

  一般乗合・一般貸切・一般乗用・特定旅客 

 

２．自動点呼を変更する理由 

 

３．変更する自動点呼の機器を管理する営業所・車庫の名称等 

営業所・車庫の名称 営業所・車庫の位置 

 

使用する機器の名称 
（製品番号及び国土交通

省認定番号） 

   

   

 

４．変更予定日   令和  年  月  日 

 
５．宣誓事項（次の項目に該当する場合は、□にチェック（✓）を記入すること）  
  □ 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示

（令和５年国土交通省告示第 266 号）に規定されている要件を遵守します。 
 
６．添付書類（変更があるものについて添付すること） 
  ・変更後の体制がわかる書類 

 ・自動点呼機器の変更後の設置場所及び設置の状況が分かる書類（営業所又は車庫で実施する

場合） 
  ・変更後の監視カメラの設置場所がわかる書類（監視カメラを使用する場合） 



 

別 紙 ８ 

 

 

自動点呼の終了に係る届出書 

 
 

令和  年  月  日 

 

  ○○運輸局 ○○運輸支局長 殿 

 

                    住所                           

             氏名又は名称                       

             代表者氏名                        

             （連絡先）担当者氏名                   

           （連絡先）電話番号                    

             （連絡先）ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                    

 

 （業務前・業務後）自動点呼を下記のとおり終了したいので届出します。 
（該当するものひとつに○をつけること） 

 

記 
１．自動点呼を終了する理由 

 

２．終了する自動点呼の機器を管理する営業所・車庫の名称、位置 

営業所・車庫の名称 営業所・車庫の位置 

  

  

 

３．終了予定日   令和  年  月  日 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
国自貨第２４５号の２ 

国自安第５４号の２ 

国自旅第７１号の２ 

令 和 ７ 年 ８ 月 ７ 日 

 

 一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会長 殿 

 

物流・自動車局長     

（ 公 印 省 略 ）     

 

 

 

事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における 

輸送の安全に関する業務の管理の受委託について 

 

 

 標記について、別添のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長あて通達しま

したので、了知いただくとともに、貴会傘下会員（地方実施機関）に対し周知方お

願いいたします。 

k-yos
テキスト ボックス
別添２




国自貨第２４５号 
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事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における 

輸送の安全に関する業務の管理の受委託について 

 

みだしのことについては、別紙の許可基準等により、道路運送法（昭和 26 年法律

第 183 号。以下「運送法」という。）第 35 条及び貨物自動車運送事業法（平成元年

法律第 83 号。以下「トラック法」という。）第 29 条による許可事務を行うことと

するので、遺漏のないように取り計らわれたい。  

 



別紙 

１．用語の定義  

本通達において使用する用語は、旅客自動車運送事業運輸規則（昭和 31 年運輸

省令第 44 号。以下「運輸規則」という。）、貨物自動車運送事業輸送安全規則（平

成２年運輸省令第 22 号。以下「輸送安全規則」という。）及び対面による点呼と

同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示（令和５

年国土交通省告示第 266 号。以下「点呼告示」という。）において使用する用語

の例による。 

 

２．受委託の範囲 

  本通達において定める受委託の対象となる業務の範囲は、運輸規則第 24 条及び

輸送安全規則第７条に規定する業務のうち、点呼告示第７条第８号に基づき、事

業者間の遠隔点呼（以下「事業者間遠隔点呼」という。）を行う運行管理者等の

属する自動車運送事業者（以下「受託事業者」という。）及び事業者間遠隔点呼

を受ける運転者等の属する自動車運送事業者（以下「委託事業者」という。）が

締結する契約に基づいて決定した業務とする。 

 

３．受委託の要件 

（１）委託事業者及び受託事業者 

      委託事業者及び受託事業者は、一般旅客自動車運送事業者又は一般貨物自動

車運送事業者等若しくは特定第二種貨物利用運送事業者であり、かつ、点呼告

示第５条の機能の要件を満たす遠隔点呼機器を有する自動車運送事業者である

こととする。 

 また、受託事業者は委託事業者と同一の事業及び種別であることとし、受委

託の許可は営業所単位で行うこととする。 

（２）受委託に係る条件 

ア 委託事業者及び受託事業者は、点呼告示で規定される事項を遵守すること。 

イ 委託事業者及び受託事業者は、事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の委託

受託契約書等について、事前に協議の上で定めること。 

ウ 事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の委託受託契約書等に取決めがない事

象が生じた場合又は委託される業務内容に変更が生じた場合においては、委

託事業者及び受託事業者間において協議の上、対応を決定すること。 

エ 委託事業者及び受託事業者は、事業者間遠隔点呼を受ける運転者等に係る

個人情報の取扱いについて双方で同意を得ること。 

オ 委託事業者及び受託事業者は、あらかじめ、事業者間遠隔点呼実施者と被

事業者間遠隔点呼実施者の属する営業所の運行管理者等との間で連絡先を共

有し、常時連絡できる体制を整えること。 



カ 上記に係る連絡体制については冗長性を持たせるものとし、かつ、緊急時

の連絡方法等についてあらかじめ定めておくこと。 

キ 委託事業者は、受託事業者に対し、事業者間遠隔点呼が適切に行われてい

るか定期的に調査するとともに、是正すべき事項がある場合は、受託事業者

に必要な事項を申し入れるなど適切に業務管理をすること。 

ク 受託事業者は、委託事業者が行う調査・管理について協力するとともに、

上記調査によらず受託事業者において是正すべき事項が明らかとなった場合

には、受託事業者は当該事項について委託事業者に報告すること。 

 

４．個人情報の取扱いに係る留意事項 

 委託事業者及び受託事業者は、事業者間遠隔点呼を受ける運転者等に係る個人

情報について、第三者に漏洩しないよう厳格に管理する、目的外に使用しないな

ど厳正に取り扱わなければならない。 

 

５．事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の報酬 

    事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の報酬については、本通達の管理の受委託

に係る諸経費が含まれ、委託事業者と受託事業者との間において合意したもので

あり、事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の報酬の算出の方法、基準及び支払方

法・支払期限が明確にされていること。 

また、業務量又は諸経費の増加又は減少を伴う事業者間遠隔点呼に係る業務の

管理の受委託内容の変更が行われた場合は、管理の報酬を増額又は減額するもの

とし、その算出の方法等についても明確にされていること。 

 

６．行政上の責任 

事業者間遠隔点呼の実施違反、記録違反等の違反行為に対する運送法第 40 条第

１号及びトラック法第 33 条第１号に規定する行政処分は、個別具体的な事例に応

じ、受託営業所又は委託営業所を対象とする。具体的には、次の例のとおりであ

る。 

ア 事業者間遠隔点呼を行うべき運行管理者等が正当な理由なく事業者間遠隔

点呼を実施しなかった場合、点呼の実施記録に係る記載事項の不備があった

場合などは、受託営業所が行政処分の対象となる。 

  イ  事業者間遠隔点呼を受けるべき運転者等が事業者間遠隔点呼を受けずに運

行した場合、委託営業所が点呼告示又は本通達で定められた書類又は情報等

を提出しないなどの場合は、委託営業所が行政処分の対象となる。 

    なお、事業者間遠隔点呼について、受託営業所の責任が問われる場合にあ

っても、受託営業所において事業者間遠隔点呼に係る違反が一定期間行われ



ていたと認められるときには、９.(２)イに基づき、許可条件違反とする余地

があり得ることに留意すること。 

    また、委託営業所及び受託事業所が二以上の地方運輸局（沖縄総合事務局

を含む。以下同じ。）の管轄区域にわたる場合にあっては、監査を実施する

場合及び違反行為等が認められた場合には、上記営業所を管轄する地方運輸

局間において緊密に連絡を取り合うこと。 

 

７．事業者間遠隔点呼の業務に係る管理の受委託契約の終了 

（１）契約終了の要件 

   委託事業者及び受託事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当することと

なった場合においては、事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の受委託契約を速

やかに終了しなければならない。 

    ア 受託営業所が事業者間遠隔点呼を適切に行っていないことが判明し、

３.(２)キに基づく申し入れ等によっても不適切な事業者間遠隔点呼が是正

されないとき。 

  イ 委託営業所又は受託営業所のいずれかが、運送法第 40 条又はトラック法第

33 条に基づく許可の取消し又は事業の停止処分を受けたとき。 

（２） 国による取消し 

各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長は、委託事業者及び受託事業者が、事

業者間遠隔点呼の業務に係る管理の受委託の許可に関し、（１）に掲げるいず

れかに該当する場合において、合理的な期間内に契約を終わらせないとき又は

申請に係る管理の委託受託契約書若しくは管理の実施方法の細目に記載した内

容に違反した場合は、当該許可を取り消すことができる。 

 

８．許可申請等 

（１）開始申請 

ア 事業者間遠隔点呼を行おうとする委託事業者及び受託事業者は、事業者間

遠隔点呼を行う２か月前までに、管轄の運輸監理部又は運輸支局（沖縄総合

事務局にあっては、陸運事務所。なお、管轄する運輸監理部又は運輸支局が

二以上にまたがる場合は、受託営業所を管轄する運輸監理部又は運輸支局。

以下同じ。）を経由して管轄の地方運輸局に対し、別添１の事業者間遠隔点

呼に係る業務の管理受委託許可申請書に、次の書類を添付し申請することと

する。 

①  事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の委託受託契約書の写し 

②  事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の実施方法の細目を記載した書類 

③  自己点検表 



   イ  地方運輸局並びに運輸監理部若しくは運輸支局は、申請に際して、委託事

業者又は受託事業者に対し、許可審査事務のため資料の提示等を求めること

ができる。 

  ウ 許可申請に対する標準処理期間は２か月間とする。 

（２）変更届出 

   委託事業者及び受託事業者は、（１）により許可を受けた事項のうち、次に

掲げる事項について変更が生じたときは、15 日以内に、管轄の運輸監理部又は

運輸支局を経由して管轄の地方運輸局に対し、別添２の事業者間遠隔点呼に係

る業務の管理の受委託事項変更届出書により届出を行うこととする。 

  ア 委託事業者の氏名、名称若しくは住所又は委託営業所の名称又は所在地 

  イ 受託事業者の氏名、名称若しくは住所又は受託営業所の名称又は所在地 

  ウ 事業者間遠隔点呼を行う場所若しくは住所又は使用する遠隔点呼機器の名

称 

  エ 委託営業所又は受託営業所の運行管理者・補助者数、運転者等数、保有車

両台数 

（３） 終了届出 

   委託事業者及び受託事業者は、許可期間満了前に事業者間遠隔点呼の業務に

係る管理の受委託契約を終了したときは、15 日以内に、管轄の運輸監理部又は

運輸支局を経由して管轄の地方運輸局に対し、別添３の事業者間遠隔点呼に係

る業務の管理受委託終了届出書により届出を行うこととする。 

 

９．許可書及び許可状況の管理等 

（１）許可書の様式 

      許可書の様式は、別添４のとおりとする。 

（２）許可条件の付記 

各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長は、本通達の事業者間遠隔点呼に係る

業務の管理の受委託に係る許可を行う際には、次に掲げる条件を付すほか、当

該管理の受委託の期間に応じた期限を付すとともに、必要に応じてその他の条

件を付すものとする。 

  ア ７.(１)に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合は、速やか

に、別添３の事業者間遠隔点呼に係る業務の管理受委託終了届出書を管轄す

る運輸監理部又は運輸支局に提出すること。 

  イ 委託事業者は、受託事業者が委託に係る業務を適切に行っているか、定期

的に調査・管理すること。 

  ウ 受託事業者及び委託事業者は、当該許可に係る業務に関し、申請に係る事

業者間遠隔点呼に係る業務の管理の委託受託契約書及び事業者間遠隔点呼に



係る業務の管理の実施方法の細目に記載した内容を遵守すること。 

  エ 国土交通大臣又は地方運輸局長が、法令に基づき命令を発したときは、委

託事業者は、その実施につきその責に任じるとともに、受託事業者はこれに

全面的に協力すること。 

（３）許可状況の管理 

   地方運輸局は、別添５の様式の台帳をもって、事業者間遠隔点呼の実施に係

る業務の管理の受委託の許可状況の管理を行うこと。 

（４）許可期間 

事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の受委託の許可期間は最長５年間とし、

その更新に当たっても同様とすること。なお、更新の申請は、許可期間の終了

する２か月前までにこれを行うよう指導すること。 

 

10．地方運輸局による指導 

（１）地方運輸局は、本通達の事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の受委託の許

可を受けた事業者間遠隔点呼が的確に行われるよう、旅客自動車運送適正化

事業実施機関及び地方貨物自動車運送適正化事業実施機関等と連携の上、当

該許可を受けた受託営業所及び委託営業所の実態把握及び指導に努めるなど

事後チェックを徹底すること。 

（２）地方運輸局は、事業者間遠隔点呼を実施しようとしている営業所に対し、

点呼告示第７条第８号及び本通達に定める契約を締結の上、事業者間遠隔点

呼に係る業務の管理の受委託の許可を取得するよう指導すること。 

 

附 則（令和７年８月７日付け国自貨第 245 号、国自安第 54 号、国自旅第 71 号） 

  この通達は、令和７年８月７日から施行する。  



【参考例：契約書】 

 

事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の委託受託契約書 

 

○○株式会社（以下「甲」という。）及び△△株式会社（以下「乙」という。）

は、道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第 35 条第１項又は貨物自動車運送事業

法（平成元年法律第 83 号）第 29 条第１項（第 35 条第６項及び第 37 条の２第３項

において準用する場合を含む。）に基づき、甲が経営する【●●事業】における事

業者間遠隔点呼に係る業務の管理の受委託について、次のとおり契約を締結する。 

 

（受委託の範囲） 

第１条 甲は、甲の○○営業所（以下「甲営業所」という。※複数ある場合は全て

の営業所を記載）の業務のうち、【例：午後●時から翌日午前●時までの間に行

う】【業務前及び業務後】点呼（遠隔点呼によるものに限る。）及び当該点呼の

実施記録及び保存に係る業務（以下「事業者間遠隔点呼業務」という。）を乙に

委託し、乙はこれを受託する。 

 

（受委託に係る条件） 

第２条 甲及び乙においては、事業者間遠隔点呼業務の実施にあたり、対面による

点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示

（令和５年国土交通省告示第 266 号。以下「点呼告示」という。）第５条の機能

の要件を満たす遠隔点呼機器を使用して行うこととし、遠隔点呼機器の導入、管

理にあっては甲及び乙のそれぞれの責のもとに行うこととする。 

２ 事業者間遠隔点呼業務の実施場所については、点呼告示第６条の施設及び環境

の要件を満たし、また、甲及び乙においては、同告示第７条に定める運用上の遵

守事項を遵守することとする。 

 

（契約の履行） 

第３条 甲及び乙は、本契約の内容について、事前に協議の上で定めるとともに、

信義に基づき誠実に本契約を履行するものとし、本契約に定めのない事項並びに

契約内容及びその履行に疑義が生じたときは、甲及び乙が協議の上、決定する。 

２ 甲は委託する業務内容を変更する必要が生じた場合は、十分な時間的余裕を持

って、乙と協議する。 

 

（秘密保持及び個人情報の管理） 

第４条 甲及び乙は、本契約に関して知り得た秘密を第三者に漏洩してはならず、

また、事業者間遠隔点呼業務の遂行以外の目的に使用してはならない。 

２ 甲及び乙は、事業者間遠隔点呼を受ける甲営業所の運転者等に係る個人情報に

ついて厳格に管理を行わなければならず、また、事業者間遠隔点呼業務に必要な

範囲を超えて、これを使用、提供等してはならない。 

 

（緊急連絡体制表の提出） 

第５条 緊急時の連絡を円滑に行うため、甲は、あらかじめ緊急時の連絡体制表を

乙に提出しなければならない。なお、事業者間遠隔点呼の実施にあたって異常等



が生じた場合の対応については、別途、事業者間遠隔点呼に係る業務の報酬その

他管理の実施方法の細目において定める。 

 

（事業者間遠隔点呼業務の調査・管理） 

第６条 甲は、乙が事業者間遠隔点呼業務を適切に行っているか否かを確認するた

め、当該事業者間遠隔点呼業務が行われた後、速やかに（原則、翌営業日以内と

する。）、甲及び乙の間で電磁的に共有される点呼記録の確認を行うとともに、

乙に対し、定期的に調査を行うことができる。この場合において、甲は、当該調

査に必要な限度において、【例：事業者間遠隔点呼業務の視察、事業者間遠隔点

呼実施者への質問、事業者間遠隔点呼業務に関する施設、帳簿、書類その他の物

件の調査・管理等】を行うことができる。 

２ 甲は、前項の調査により、是正すべき事項を見つけたときは、乙に当該是正す

べき事項を申し入れなければならない。 

３ 乙は、前二項の規定に基づき甲が行う調査等に協力するとともに、前二項の規

定に基づく調査によらず乙において是正すべき事項が明らかとなった場合には、

乙は当該事項について甲に報告しなければならない。 

 

（委託料） 

第７条 甲は乙に対し、事業者間遠隔点呼業務に要する費用及び管理の報酬（以下

「委託料」という。）を支払う。なお、委託料の金額、支払時期等については、

別途、事業者間遠隔点呼に係る業務の報酬その他管理の実施方法の細目において

定める。 

 

（契約期間） 

第８条 本契約の有効期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとす

る。ただし、期間満了○か月前までに、甲又は乙のいずれからも別段の意思表示

がないときは、乙は○○運輸局長の許可を取得した上で、更に○年間本契約を延

長するものとし、以後この例による。 

 

（契約の終了） 

第９条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合、速やかに

相手方に連絡しなければならない。この場合、乙は速やかに本契約の終了に係る

手続を行わなければならない。 

（１）第６条の規定に基づく調査の結果、乙が適切に事業者間遠隔点呼業務を適切

に行っていないことが判明し、当該内容が是正されないとき 

（２）甲営業所又は乙の○○営業所のいずれかが、道路運送法第 40 条又は貨物自動

車運送事業法第 33 条の規定による行政処分（許可の取消し又は事業停止処分に

限る。）を受けたとき 

（３）次条の規定により、契約を解除するとき 

 

（契約の解除） 

第 10 条 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当することとなった場合、その相手方

は、催促その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができ

る。 



（１）破産、特別精算、民事再生手続若しくは会社更生手続の申立てを受け、又は

自ら申し立てたとき 

（２）第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売申立て、又は

公租公課滞納処分を受けたとき 

（３）解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき 

（４）自ら振出し又は引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等支払が停止さ

れたとき 

（５）相手方が本契約の各事項に違反したとき 

（６）相手方に重大な過失又は背信行為があったとき 

（７）その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき 

 

 



【参考例：管理の実施方法の細目】 

 

事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の実施方法の細目 

 

○○株式会社（以下「甲」という。）及び△△株式会社（以下「乙」という。）は、

「事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の委託受託契約書」（以下「契約書」という。）

に基づき、本実施細目を定めるものとする。 

 

（目的） 

第１条 本実施細目は、契約書に基づく事業者間遠隔点呼業務における緊急時の連絡

及び委託料について定めるものである。 

 

（緊急連絡等） 

第２条 事業者間遠隔点呼実施者は、運行の業務前に係る事業者間遠隔点呼において、

当該運転者等が運行の業務に従事すべきではないと判断した場合は、当該運転者等

にその旨及び理由を説明するとともに、速やかに、甲に連絡しなければならない。 

２ 前項の規定により、事業者間遠隔点呼実施者から連絡があった場合、甲の○○営

業所（以下「甲営業所」という。）の運行管理者から運転者等に対する連絡を行う

とともに、運行の可否の判断や交替運転者の手配等を行わなければならない。 

３ 事業者間遠隔点呼実施者は、運行の業務後に係る事業者間遠隔点呼において、ア

ルコール検知器による検知結果等により、法令違反等を発見した場合は、事業者間

遠隔点呼を受けている運転者等にその旨を説明した上で、速やかに、甲に連絡しな

ければならない。 

４ 乙は、全ての事業者間遠隔点呼実施者が不在となった場合、全てのアルコール検

知器が故障した場合等、事業者間遠隔点呼業務を行うことができなくなったときは、

直ちに甲に連絡しなければならない。 

５ 甲は、長期間、事業者間遠隔点呼等を受け、甲営業所の運行管理者から対面点呼

を受けない運転者等に対しては、１か月に１回以上は対面等により運転者等の健康

状態を把握するとともに、指導及び監督を適切に行うことにより、当該運転者等の

安全運転の遵守等に努めなければならない。 

 

（委託料の金額等） 

第３条 甲は乙に対し、契約書第７条に掲げる委託料として、【例：事業者間遠隔点

呼１回につき○○○円を、毎月○○日締め、翌月○○日払いで支払う】。【算出の

方法、基準及び支払方法・支払期限について明確に記載。また、業務量又は諸経費

の増加又は減少を伴う管理の受委託内容の変更が行われた場合の、委託料の増額又

は減額の算出の方法等についても明確に記載】 

 

（契約の履行） 

第４条 本実施細目に定めがない場合及び疑義が生じた場合は、その都度甲及び乙が

協議の上決定するものとする。 

 



 

 

自己点検表 

委託事業者・営業所名              

受託事業者・営業所名              

通達該当

部分 
審査項目 ○× 

契約書等の該当部分

（必須） 

3.(1) 受託事業者は委託事業者と同一の事業及び種別であるか。   

3.(1) 
委託事業者及び受託事業者は、点呼告示第５条の機能の要件を満たす遠隔点呼

機器を導入しているか。 

  

3.(2)ア 
委託事業者及び受託事業者は、点呼告示第６条を満たす施設及び環境を整え、

第７条に定める運用上の遵守事項を遵守することになっているか。 

  

3.(2)イ 
委託事業者及び受託事業者は、管理の委託受託契約書等について、事前に協

議の上で定めることとなっているか。 

  

3.(2)ウ 

管理の委託受託契約書等に取決めがない事象が生じた場合又は委託される

業務内容に変更が生じた場合においては、委託事業者及び受託事業者間にお

いて協議の上、対応を決定することとなっているか。 

  

3.(2)エ 
委託事業者と受託事業者は、事業者間遠隔点呼を受ける運転者等の個人情報

の取扱いに関して双方で同意を得ることとなっているか。 

  

3.(2)オ 

委託事業者及び受託事業者は、あらかじめ、事業者間遠隔点呼実施者と委託

営業所の運行管理者等との間で連絡先を共有し、常時連絡できる体制を整え

ることとなっているか。 

  

3.(2)カ 
委託事業者及び受託事業者間における連絡系統については冗長性があり、緊

急時の連絡方法等についてあらかじめ定められているか。 

  

3.(2)キ 
委託事業者は、受託事業者に対し、事業者間遠隔点呼が適切に行われている

か定期的に調査することとなっているか。 

  

3.(2)キ 
上記調査等により、是正すべき事項が明らかとなった場合は、受託事業者に

必要な事項を申し入れるなど適切に業務管理することとなっているか。 

  

3.(2)ク 
受託事業者は、委託事業者が行う調査・管理について協力することとなって

いるか。 

  

3.(2)ク 

委託事業者が行う調査によらず受託事業者において是正すべき事項が明ら

かとなった場合に、受託事業者は当該事項について委託事業者に報告するこ

ととなっているか。 

  

4. 

委託事業者及び受託事業者は、事業者間遠隔点呼を受ける運転者等に係る個

人情報について、第三者に漏洩しないよう厳格に管理する、目的外に使用し

ないなど厳正に取り扱うこととなっているか。 

  

5. 
委託料について、管理の受委託に係る諸経費が含まれ、委託事業者と受託事

業者との間において合意したものとなっているか。 

  

5. 
管理の報酬の算出の方法、基準及び支払方法・支払期限が明確になっている

か。 

  

5. 

業務量又は諸経費の増加又は減少を伴う管理の受委託内容の変更が行われ

た場合は、委託料を増額又は減額するものとし、その算出の方法等について

も明確にされているか。 

  



 

7.(1) 

受託事業者が事業者間遠隔点呼を適切に行っておらず、当該内容が是正され

ない若しくは委託営業所又は受託営業所のいずれかが、運送法第 40 条又は

トラック法第33条に基づく許可の取消し又は事業の停止処分を受けたとき、

事業者間遠隔点呼に係る管理の受委託契約を終了することになっているか。 

  

9.(4) 事業者間遠隔点呼の実施期間は、５年以内となっているか。   

 

※「通達該当部分」の項中の数字は、「事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関

する業務の管理の受委託について」（令和７年８月７日付け国自貨第 245 号、国自安第 54 号、国自旅第 71号)

の条項を示す。 

※「契約書等の該当部分」の項は、例えば「事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の委託受託契約書契約書」第１

条第２項第３号であれば「契１Ⅱ」、「事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の実施方法の細目」第１条第２項

第３号であれば「細１Ⅱ」と記載する。 



別添１ 

 

事業者間遠隔点呼に係る業務の管理受委託許可申請書 

 

令和  年  月  日 

 

●●運輸局長 殿 

沖縄総合事務局長 殿 

 

＜委託事業者＞                

氏名又は名称                 

住 所                 

代 表 者 氏 名                 

担 当 者 氏 名                 

担当者連絡先 電話番号            

E メール            

 

＜受託事業者＞                

氏名又は名称                 

住 所                 

代 表 者 氏 名                 

担 当 者 氏 名                 

担当者連絡先 電話番号            

E メール            

 

 

 事業者間遠隔点呼の実施に係る輸送の安全に関する業務の管理の受委託を行いた

いので、【選択：道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第 35 条第１項／貨物自動

車運送事業法（平成元年法律第 83 号）第 35 条第６項／貨物自動車運送事業法（平

成元年法律第 83 号）第 37 条の２第３項】の規定により、下記について記載し、関

係書類を添えて申請します。 

 

記 

 
１．委託事業者及び受託事業者の資本関係（該当するものにチェック（✓）を記入）

□ 完全子会社等（※）  □ 資本関係あり（100％未満）  □ 資本関係なし 
 
（※）「完全子会社等」とは、事業者の完全子会社（法人がその総株主の議決権の全部を有す

る他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の完全子会社又

は法人の一若しくは二以上の完全子会社がその総株主の議決権の全部を有する他の会社

は、当該法人の完全子会社とみなす。）若しくは完全親会社（会社を完全子会社とする

他の会社をいう。）又は当該事業者と完全親会社が同一である他の会社を指す。 



 
２．事業者間遠隔点呼を行う事業の種別（該当するもの１つに○をつけてください） 

 ・一般乗合・一般貸切・一般乗用・一般貨物・特定貨物 
・特定第二種貨物利用運送 

 
３．事業者間遠隔点呼を行う場所（営業所・車庫等の名称）、所在地（住所）、用

いる点呼機器の名称（複数の営業所間で実施する場合は、営業所間ごとに下表を

作成すること） 
 点呼実施場所 

(営業所・車庫等の名称) 
所在地（住所） 点呼機器の名称 

委託 

営業所 
   

受託 

営業所 
   

 
４．事業者間遠隔点呼を行う営業所の運行管理者・補助者数、運転者等数、保有車

両台数（特定自動運行保安員に対しても事業者間遠隔点呼を行う場合は、運転者

と特定自動運行保安員の内訳が明らかとなるよう記載すること。また、複数の営

業所で実施する場合は、営業所ごとに下表を作成すること。） 

 運行管理者数 
運行管理 

補助者数 
運転者数 

特定自動運行 

保安員数 

保有車両 

台数 

委託 

営業所 
   

 
 

受託 

営業所 
   

 
 

 
５．実施期間 

令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 
※実施開始日は申請日から２か月以上先の日付をご記入ください。 

実施期間は最大で５年間です。 
 
６．添付書類 

・事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の委託受託契約書の写し 
・事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載

した書類 
・自己点検表 



別添２ 

 

事業者間遠隔点呼に係る業務の管理受委託事項変更届出書 

 

令和  年  月  日 

 

●●運輸局長 殿 

沖縄総合事務局長 殿 

 

＜委託事業者＞                

氏名又は名称                 

住 所                 

代 表 者 氏 名                 

担 当 者 氏 名                 

担当者連絡先 電話番号            

E メール            

 

＜受託事業者＞                

氏名又は名称                 

住 所                 

代 表 者 氏 名                 

担 当 者 氏 名                 

担当者連絡先 電話番号            

E メール            

 

 

 事業者間遠隔点呼の実施に係る輸送の安全に関する業務の管理の受委託につい

て、下記の事項を変更したので届出します。 

 

記 

 

○ 変更となる事項等 

許可番号  

変更した事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添３ 

 

事業者間遠隔点呼に係る業務の管理受委託終了届出書 

 

令和  年  月  日 

 

●●運輸局長 殿 

沖縄総合事務局長 殿 
 

＜委託事業者＞                

氏名又は名称                 

住 所                 

代 表 者 氏 名                 

担 当 者 氏 名                 

担当者連絡先 電話番号            

E メール            

 

 

＜受託事業者＞                

氏名又は名称                 

住 所                 

代 表 者 氏 名                 

担 当 者 氏 名                 

担当者連絡先 電話番号            

E メール            

 

 

 

 事業者間遠隔点呼の実施に係る輸送の安全に関する業務の管理の受委託を終了し

たので届出します。 

 

許可年月日 令和   年   月   日 

許可番号  

受委託の終了日 令和   年   月   日 

受委託を終了する理由 

（例）営業所廃止のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添４ 

 

                                                  ○○○第  号 

 

許   可   書 

 

                              委託事業者 ○○ ○○株式会社 

                                        代表取締役社長 ○○ ○○ 殿 

                              受託事業者 △△ △△株式会社 

                                        代表取締役社長 △△ △△ 殿 

 

 令和○○年○月○○日付けで申請のあった事業者間遠隔点呼の実施に係る輸送

の安全に関する業務の管理の受委託については、下記のとおり許可する。 

 

記 

 

 １．期間 

      令和○○年○月○○日から令和○○年○月○○日まで 

 

２．営業所 

 （１）委託営業所  ○○県○○市○○町○○番地 

                     ○○○○株式会社 ○○営業所 

（２）受託営業所    ○○県○○市△△町△△番地 

                     △△△△株式会社 △△支店 

（３）事業及び種別 ○○事業 

 

 ３．条件 

（１）「事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関

する業務の管理の受委託について」（令和７年８月７日付け国自貨第 245 号、

国自安第 54 号、国自旅第 71 号）の記７.の各事項のいずれかに該当するこ

ととなった場合は、速やかに、事業者間遠隔点呼に係る業務の管理受委託終

了届出書を管轄する運輸管理部又は運輸支局に提出すること。 

（２）委託事業者は、受託事業者が委託に係る業務を適切に行っているか、定期

的に調査・管理すること。 

（３）受託事業者及び委託事業者は、当該許可に係る業務に関し、申請に係る管

理の委託受託契約書及び管理の実施方法の細目に記載した内容を遵守する

こと。 

（４）国土交通大臣又は地方運輸局長が、法令に基づき命令を発したときは、委

託事業者は、その実施につきその責に任じるとともに、受託事業者はこれに

全面的に協力すること。 

 

             令和○○年○月○○日 

 

                     国土交通省○○運輸局長  ○○ ○○ 
 



別添５

事業者名 代表者氏名 営業所名 営業所所在地 連絡先
委託営業所
受託営業所
委託営業所
受託営業所

区分 終了日
受委託営業所

番号 申請受理日 開始日 委託期間 許可日 変更届出日 変更の概要




